
��

21／�３�年�２００４�
（平成１６年）�
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◇男女平等参画都市宣言�
◇非核平和都市宣言�
◇青少年健全育成都市宣言�
◇交通安全都市宣言�

市の宣言�

　市では、より効率的、機動的な組織を目指して、４月１日（木）に組織改正を行います。組織
改正の内容は次のとおりです。来庁される時やお問い合わせの際には十分ご注意下さい。

４月１日から市役所の組織が一部変わります
１．環境・産業部の設置
　現在の経済振興部、環境部環境保全課、都市緑政部公園緑地課を統合し、環境・産業部を設置します。環
境・産業部では環境保全に関する施策及び産業、労働、観光に関する施策に取り組んでいきます。
（環境・産業部の構成）

場　所電話番号主な業務課

木曽町２０５
境川クリーンセ
ンター内

７２４・２７１１
環境計画係環境基本計画の推進、環境保全情報の

提供・相談、改葬許可、衛生害虫の相
談、犬の登録、動物愛護、大気汚染・
水質汚濁・騒音・振動等の規制・指導

環境保全課 生活環境係
規制指導係

木曽町２１８５－１
木曽庁舎内７９３・７６１１

庶務係

公園・緑地等の計画、推進、維持管
理、公園の使用許可、公園緑地等の用
地買収、自然保護

公園緑地課
緑政係
整備係
公園管理係
緑花係

森野分庁舎内

７２４・２１２８～９商工業の振興、中小企業融資、観光、
労働、中心市街地活性化事業経済振興課

７２４・２１６９農務係
農林畜産業の振興、市民農園農業振興課

７２４・２１６６振興係
７２４・２１６４北部丘陵の整備推進北部丘陵整備課

２．清掃事業部の設置
　ごみの減量及び清掃に関する体制の強化を図るため、清掃事業部を設置します。清掃事業部には現在の環
境部環境総務課、清掃工場、中央収集事務所、南収集事務所の業務が移管されます。
（清掃事業部の構成）

場　所電話番号主な業務課及び出先機関

下小山田町３１６０

リサイクル文化
センター内

７９７・７１１２総務係リサイクル文化センターの管理運営、
ごみ処理施設の整備計画清掃総務課

７９７・９６１５施設計画係

７９７・０５３０
ごみ処理・減量計画の企画立案推進、ご
み分別指導及び啓発、ポイ捨て対策、地
域資源化推進補助、生ごみ処理機助成

ごみ減量課

７９７・２７２２管理係
ごみの焼却処理、ごみの搬入管理清掃工場 ７９７・０９６８運転係

７９７・９６１６維持係
７９７・７１１１管理係ごみの収集運搬、ごみ集積所の新設・

移動・廃止・集積所排出指導、防護ネ
ットの貸し出し、犬猫などの小動物死
体の収容

清掃事務所 ７９７・２７２３収集第１～３係
鶴間５１９－１１
南収集事務所７９５・９８１５南収集事務所

※環境・産業部、清掃事業部の新設により、経済振興部と環境部を廃止します。

３．都市計画部の設置
　現在の都市緑政部から緑政を担当する公園緑地課を、環境・産業部に移管するため、都市緑政部を廃止し、
都市計画部を設置します。部の構成は次のとおりです。
（都市計画部の構成）

場　所電話番号主な業務課及び出先機関

中町第３庁舎１Ｆ
７０９・０５６１総務係都市計画の調査・計画・決定・指導、

住居表示、土地取引の届け出、都市計
画審議会、建築審査会、交通計画

都市計画課
７０９・０５６４計画係

中町第３庁舎３Ｆ
７０９・０５６２開発指導係開発行為・宅地造成等の指導・許可、

中高層建築物の指導、土砂等の埋立て
の許可

開発指導課 ７０９・０５６７埋立規制係
７０９・０５６９開発審査係

中町第３庁舎２Ｆ

７０９・０５６３庶務係

建築確認申請等の受付、違反建築物の
調査、福祉のまちづくり総合条例に基
づく建築物の指導

建築指導課

７０９・０５７４～５審査第１～２係
７０９・０５７７構造係
７０９・０５７８設備係
７０９・０５８９調査係
７０９・０５９４監察係

木曽町２１８５－１
木曽庁舎内７９２・３７７１

計画調整係組合施行の土地区画整理事業に関する
計画・調整、忠生土地区画整理事業区画整理課

忠生区画整理係

大蔵町１２－１７３５・７６３３鶴川駅前の土地区画整理事業鶴川駅前区画
整理事務所
※都市計画課・開発指導課・建築指導課は３月２２日（月）から上記場所で業務を行います。

４．市民部に安全対策課を設置
　町田市生活安全条例の施行に伴い、安全なまちづくりをめざして市民部に安全対策課を設置します。

場　所電話番号主な業務課

中町第３庁舎１Ｆ７０９・０６３５生活安全意識の啓発、活動の支援、生
活安全協議会の運営安全対策課

※生活安全に関する業務は、３月２６日（金）から上記場所で行います。

５．健康福祉部高齢者福祉課・高齢者介護課を再編成
　健康福祉部高齢者福祉課と高齢者介護課を再編成し、高齢者福祉課と高齢者医療課を新設します。あらた
な課の業務は次のようになります。

場　所電話番号主な業務課

本庁舎２Ｆ７２４・２１４０

長寿祝金、調髪券、入浴券、生きがい
健康づくり、老人クラブ育成、ゲート
ボール普及、介護予防、生活支援事
業、高齢者住宅事業、養護老人ホーム
入所、在宅介護支援センター統括、高
齢者福祉センター

高齢者福祉課

健康福祉会館分館７２１・０９１２介護保険の資格管理、賦課徴収、認定
給付、高齢者施設整備

本庁舎２Ｆ７２４・２１４４老人保健、老人医療費助成、高齢者入
院見舞金高齢者医療課

６．建設部の体制の見直し
　より効率的、機動的な体制を目指し、建設部の各課の機能を見直しました。部の構成は次のとおりです。
（建設部の構成）

場　所電話番号主な業務課

中町第２庁舎２Ｆ
７２４・１１２０総務係道路の自費工事申請、道路・橋梁の計

画・調整、陳情・要望の受付建設総務課
７２４・１１２４計画係

中町第２庁舎１Ｆ

７２４・１１５１道路管理係道路の占用掘削、水路の占用、道路監
察、屋外広告物、特殊車両の通行許可、
公共物破損、街路灯の設置・維持管理

道路管理課 ７２４・１１４９占用係
７２４・１１２１街路灯係

７２４・１１５４台帳係道路・水路用地の寄附受納・払下・交
換、道路用地の境界確定・証明、道路
区域証明、道路台帳・橋梁台帳の整備
・保管、道路の路線認定・変更・廃
止、狭あい道路の一部拡幅整備・助
成、私道の公道への移管・整備補助、
狭あい道路の排水整備等に伴う補助

道路用地課 ７２４・１１５０財産処理係

７２４・１１４７私道・狭あい
道路係

中町第２庁舎２Ｆ
７２４・１１２２用地係都市計画道路・生活道路（一般市道）・

準幹線道路の拡幅整備、橋梁の新設改良道路整備課
７２４・１１２５工事係

下小山田町３２６７－４
土木サービスセ
ンター

７９７・９７８１
調査係

道路・橋梁の維持補修工事・要望の受
付・調査・応急処理道路補修課 補修係

工事係

中町第２庁舎１Ｆ

７２４・１１３０

都営住宅・市営住宅の申込み案内、住宅改
修助成、分譲マンション相談窓口、市営住
宅の維持管理、東京都・都市基盤整備公団
・東京都住宅供給公社との連絡調整

住宅課

７２４・１１３６
カーブミラーの設置等交通安全対策、交
通災害共済、市内駅周辺の駐輪場・放置
自転車対策、町田駅周辺の違法駐車対策

交通安全課

７２４・１１３１～２建築第１～第３係公共建築物の設計・建築工事（発注業
務・工事の監理）建築工事課

７２４・１１５３電気設備係
※建設部は４月５日（月）から上記場所で業務を行います。

７．下水道部の体制の見直し
　河川と下水道との連携強化を図るため現在の工務課がもつ河川水路に係る計画機能を下水道総務課の計画
係に移管します。また、浄化槽係を下水道総務課から業務課へ移管します。部の構成は次のとおりです。
（下水道部の構成）

場　所電話番号主な業務課及び出先機関

南成瀬８－１－１
成瀬クリーンセ
ンター内

７２０・１８１９総務係
公共下水道事業・河川水路・調整池・
水辺親水施設・浄化槽の基本調査・計
画、民間宅地開発等による下水道計画
の指導・下水道施設の引継ぎ、私道へ
の公共下水道設置に関する調査・指
導、下水道用地の財産処理・管理

下水道総務課

７２０・１８１１計画係

７２０・１８１５～６工事係管渠・河川水路・水辺親水施設の設計
・施工・維持管理、調整池の維持管理工務課

７２０・１８２２維持係

７２０・１８２０業務係下水道供用開始区域の告示、排水設備
確認申請書の受付・検査、水洗化の普
及、水洗便所改造工事の資金貸付、下
水道使用料・下水道事業受益者負担金
の賦課・徴収

業務課
７２０・１８２１普及係

７２０・１８２６排水設備係

木曽町２０５
境川クリーンセンター内７２２・２７５２浄化槽係し尿収集、浄化槽設置・清掃の補助

成瀬クリーンセ
ンター内

７２０・１８２４
水質係下水処理場の水質管理、下水処理場流

入水・放流水の監視、事業場排水に対
する水質規制・指導

水質管理課
指導係

７２０・１８２５成瀬クリーンセンター処理場の設計・施工、処理場の機器の点
検・修理、処理場の運転管理、マンホー
ルポンプの管理、鶴川ポンプ場の管理

町田下水
処理場 三輪緑山１－１０４４・９８８・７１０１鶴見川クリーンセンター

８．すみれ教室　
　健康福祉部すみれ教室を子ども生活部に移管します。連絡先、場所等に変更はありません。　
○○ 組織改正に伴い、今後しばらくの間、本庁舎等の事務室移転を順次行います。皆様にはご迷惑をおか
けしますが、ご協力をお願いします。
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本日の広報には第２部「まちだの教育」が折り込まれて
います。ぜひご覧下さい。


